
 

職務経験者採用試験の受験資格等に関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ＆Ａ一覧 

Ｑ１．職務経験者の職務経験とはどのようなものですか？ 

Ｑ２．週の勤務日数が 3 日や 4 日の場合がありますが、職務経験に該当しますか？ 

Ｑ３．職務経験の年月はどのように計算しますか？ 

Ｑ４．勤務していた会社が合併して別会社となり、雇用主が変わった場合は勤務を継続し 

   て就業した期間に該当しますか？ 

Ｑ５．派遣会社に登録してＡ社に派遣され、派遣期間終了後に引き続きＡ社に正規雇用さ

れた場合、勤務を継続して就業していた期間に該当しますか？ 

Ｑ６．育児等の休業を取得した後、復職した場合の休業期間は職務経験に通算できますか？ 

Ｑ７．現在、役職者として勤務していますが、役職者として採用されることはありますか？ 

Ｑ８．職務経験は、初任給にどのように反映されますか？ 

 

Ｑ１．職務経験者の職務経験とはどのようなものですか？ 

Ａ１．会社・団体職員、自営業者、公務員、派遣職員、契約社員等として、同一の事業所

に１週間当たり 30時間以上の勤務を 6か月以上継続して就業していた期間のことをい

います。 

  

Ｑ２．週の勤務日数が 3 日や 4 日の場合がありますが、職務経験に該当しますか？ 

Ａ２．同一の事業所に１週間当たり 30 時間以上の勤務を 6 か月以上継続して就業してい

れば、職務経験に該当します。 

 

Ｑ３．職務経験の年月はどのように計算しますか？ 

Ａ３．勤務を開始した日が月途中の場合、その月は 1 か月の就業期間とみなします。また、

勤務を終了した日が月途中の場合においても、その月は 1 か月の就業期間とみなしま

す（たとえば平成 20 年 6 月 15 日から平成 22 年 6 月 3 日までの就業期間は 2 年 1 か

月）。 

   職務経験が複数の事業所にわたっている場合には、それらの期間を通算することが

できます。ただし、職務経験期間に通算できるのは一つの職務経験期間が１年以上継

続した、又はしている勤務に限ります。また、同一期間に 1 週間当たり 30 時間以上

の勤務をした事業所が複数ある場合は、当該同一期間内において就業日数が多い事業

所のみ就業期間に含んでください。 

 

Ｑ４．勤務していた会社が合併して別会社となり、雇用主が変わった場合は勤務を継続し

て就業した期間に該当しますか？ 

Ａ４．該当します。 

    ただし、合併前の会社を退職し、新たに合併後の会社に入社した場合(雇用契約が継

続しない場合)は通算できません。 

 

 

 



 

Ｑ５．派遣会社に登録してＡ社に派遣され、派遣期間終了後に引き続きＡ社に正規雇用さ

れた場合、勤務を継続して就業していた期間に該当しますか？ 

Ａ５．該当します。 

   派遣期間と正規雇用期間を連続する期間とみなします。 

  

Ｑ６．育児等の休業を取得した後、復職した場合の休業期間は職務経験に通算できますか？ 

Ａ６．育児休業等により会社を休んでいた期間は通算できません。ただし、勤務先が同一

で、雇用契約が継続していれば、休業の前後の期間を通算することができます。 

   なお、労働基準法等に基づく産前産後休業を取得していた期間及び「育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」等に基づき事業主が講

じる所定労働時間の短縮措置等を利用した期間は通算します。 

 

Ｑ７．現在、役職者として勤務していますが、役職者として採用されることはありますか？ 

Ａ７．採用候補者試験を受験した人は、それまでの職務内容に関わらず、すべて主事とし

て採用されます。 

 

Ｑ８．職務経験は、初任給にどのように反映されますか？ 

Ａ８．学校卒業後の経歴に応じて、初任給が決定されます。 

   なお、具体的な初任給の額については、合格後に提出していただく書類（学歴・職

歴に関する資料）に基づき、職務経験の期間等を考慮して個別に決定されることにな

ります。また、給与見込額の個別試算等、お電話等によるお問い合わせには対応いた

しかねますことをご了承ください。 

 

【申し込み及び問い合わせ先】 

〒920-0292  石川県河北郡内灘町字大学 1丁目 2番地 1 

     内灘町総務部総務課 採用試験係 

       TEL: 076-286-6720 


